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調査結果要約表 

１．案件の概要 

国名：セネガル共和国 案件名：劣化土壌地域における土地劣化抑制・有効利

用促進のための能力強化プロジェクト 

分野：荒廃地回復 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：地球環境部森林・自然環境保全第

二課 

協力金額（本評価時点）：216,322 千円 

協力期間：2011 年 3 月～2016 年 3 月 先方関係機関：環境・持続的開発省 水・森林・狩猟

及び土壌保全局 

１－１ 協力の背景と概要 

セネガル共和国（以下、「セネガル」と記す）では、生産性の低い裸地や草生地（酸性硫酸塩土壌）

の拡大や灌漑農地における塩害（灌漑による塩類集積）、そして疲弊（落花生盆地の過剰単一栽培や過

放牧など）が大きな問題となっている。本プロジェクトが対象とするファティック州及びカオラック

州も、酸性硫酸塩土壌と内陸部耕作地の土地の疲弊という 2 つの大きな土壌劣化問題を抱えており、

耕作地や林地の減少、単位面積あたりの穀物等収穫量の減少が続いている。 

これまでも同地域では複数の土壌劣化対策プロジェクト等が実施され、土地改良・植林・保護区域

の設置等の対策が取られてきた。しかし、それらの活動や技術はおのおのの場所で独自に実施されて

おり、森林局にて体系的に整理・蓄積するためには森林官の能力向上が必要である。また、村落での

活動もプロジェクト終了とともに停滞することが多く、土地が再び劣化したり活動や技術が他村落へ

波及しなかったりすることも課題となっている。このような状況のなかで、セネガル政府は日本に対

し本プロジェクトの要請を行った。 

国際協力機構（JICA）はこの要請に基づき、2010 年 6 月から 7 月に詳細計画策定調査団を派遣し、

協力の枠組みについてセネガルと合意しており、2010 年 12 月に「劣化土壌地域における土地劣化抑

制・有効利用促進のための能力向上プロジェクト」にかかる討議議事録（R/D）を署名交換した。上記

R/D に基づき、環境・持続的開発省、水・森林・狩猟局及び土壌保全局職員をカウンターパート（C/P）

として、2011 年 3 月より技術協力を実施している。 

 

１－２ 協力内容 

（１） 上位目標： 

対象地域において、土地劣化抑制・有効利用促進のための活動が実施される。 

（２） プロジェクト目標： 

土地劣化抑制・有効利用促進のために必要な関係者1の能力が向上する。 

（３）アウトプット： 

１）土地劣化抑制・有効利用促進対策を行う優先地域が明らかになる。 

                                                      

1 対象地域内で、プロジェクトで定める優先地域に関わる村落住民及び森林官を指す。 
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２）土地劣化抑制・有効利用促進のために必要な技術が改良・開発される。 

３）パイロットプロジェクトの実施を通じ、土地劣化抑制・有効利用促進に有効な技術・対

策が明らかになる。 

４）優先地域におけるパイロットサイト以外の関係者の土地劣化抑制・有効利用促進対策に

かかる意識が向上する。 

（４）投入（2013 年 5 月末現在） 

日本側： 

専門家派遣  長期専門家 2 名、短期専門家 3 名 

本邦研修   6 名 

資機材供与  衛星画像やコンピュータなど合計 7,826,779 円 

現地業務費  6,707 万円 

セネガル側： 

C/P の配置  中央政府 2 名、州/県森林局 20 名 

ﾛｰｶﾙｺｽﾄ    現地業務費は未執行（プロジェクトオフィスの光熱費を負担すると     

ともに、C/P の使用するコンピュータを提供） 

施設提供   プロジェクト事務所、プロジェクト車両駐車スペース 

２．中間レビュー調査団の概要 

調査団 調査団員数 4 名 

（１）総括 高田 宏仁 JICA 地球環境部森林・自然環境保全第二課長 

（２）協力企画 岡田 篤 JICA 地球環境部森林・自然環境保全第二課 職員 

（３）評価分析 瀧本 麻子  （株）グローバル・リンク・マネジメント 

調査期間 2013 年 6 月 16 日～2013 年 7 月 6 日 評価種類：中間レビュー調査 

３．評価結果の概要 

３－１実績の確認 

（１） プロジェクト目標の達成見込み 

森林官に対しては、植林、土壌劣化図作成、水食、及び全地球測位システム（GPS）装置について

の研修が実施された。村落での活動やパイロットサイトでの技術の試行をとおして、ほとんどの森林

官が彼らの知識や経験が向上したと述べている。また、パイロットサイト村落においては提案された

土壌劣化抑制技術が実証されている段階である。これらの技術は、土壌劣化の度合いや村落住民の関

心に基づいて選定された。  

 

（２） 上位目標の達成見込み 

2012 年の年末から、数種類の土地劣化抑制技術がパイロットサイト村で試行され始めた。それらの

効果は村落住民に認知されてきているが、その他の優先地域の村落への普及作業についてはまだ開始

されていない。よって、現時点で対象地域全体についての活動の達成度を測ることは時期尚早である。 

 

（３） 各成果の達成状況 

成果 1：  

陸域観測技術衛星（ALOS）及び地球観測衛星（SPOT）の両衛星画像を使用して土地利用図、土
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壌劣化図（劣化タイプ別）、土壌劣化進行図が作成された。上記地図や収集された C/P 機関の統計デ

ータ・資料を基に優先地域選定基準が設けられ、 優先地域の候補地が C/P との協議で抽出され、各

州レベルでのワークショップを通じて優先地域 100 村が最終決定された。  

 

成果 2：  

関連資料が収集され、村落レベルで適用可能な技術の抽出が行われるとともに、セネガル国内で

これまであまり導入されていない技術、または従来の技術をより安価にあるいは改良した技術が実

証試験案として提案された。最終的に、8 種類の土木技術、7 種類の生物学的技術、10 種類の土壌

改良技術（アグロフォレストリーを含む）、4 種類の土壌塩化に対応する技術、及びその他 3 種類の

技術が提案された。 

 

成果 3：  

成果 2 により提案された土壌劣化抑制のための各技術は土地劣化のタイプに応じ、パイロットサ

イトで試行されつつある。20 村がパイロットサイトとして選定され、各村につき、少なくとも 2 種

類以上の技術が試行される予定である。州レベルの C/P により各村を担当し技術サポートを行う森

林官が配置され、 それぞれの村落のニーズやフィードバックに応じ、さまざまな研修、セミナー、

ワークショップが開催され、今後も実施される予定である。 

 

成果 4： 

プロジェクトで導入された土地劣化抑制技術をパイロットサイト村以外の村落に波及する取り組

みはまだ実施されていない。優先地域内のパイロットサイト以外の 80 村において、土地劣化に関す

るニーズについての聞き取り調査が行われ、現在その結果を分析中である。これらの村落を担当す

る現場の C/P に対しては、環境教育の研修や GPS 研修などが実施された。その他の能力向上の必要

性に関しては現在分析中、及び準備段階にある。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（１） 妥当性  

妥当性は高い。 

プロジェクトはセネガル政府のニーズや方針に沿っており、また日本側の援助方針とも整合性が

高い。C/P や村落住民に対するインタビューでも土壌劣化は彼らにとって深刻な問題で、抑制技術

が必要であるという意見が多く見られた。 

本プロジェクトの構成は(1)優先地域を特定する、(2)現場に適した技術を開発（あるいは現行のも

のを改善）する、(3)パイロットサイトでその技術を試行する、(4)上記(1)から(3)を通じて関係者の

能力を向上させ、技術を広範囲に広めるという流れになっている。このデザインは地方の土地劣化

に対応する技術を導入するという目的に合致しているといえる。 

 

（２） 有効性  

有効性比較的高い。 

対象地域の森林官の能力は、研修や現場での活動、他機関との恊働作業などを通して、土地劣化
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に関する技術を学んでいく中で徐々に向上している。村落住民の土地劣化抑制に関する技術も、環

境教育や組織管理、財政管理研修などを通して向上し、生計の改善に貢献している。土地劣化抑制

に関するそれぞれの技術はあまり高度な技術や機材を必要としないものが多く、村落住民が外部か

らの金銭的支援がなくても導入しやすいという点でも有効性が高いといえる。 

 

（３） 効率性  

現段階でプロジェクトの効率性を議論することは難しい。 

セネガル側 C/P 予算（現地活動費）の不足は成果 3、4 の活動を予定どおりに実施することを困難

にしており、日本人専門家チームに与えられた予算と人員のみで補うことは不可能である。日本人

専門家チームはそれぞれの専門分野において、 責任感を持って活動している。彼らは C/P とも頻繁

に連絡をとり、現場の担当官やスタッフ、村落住民に熱心な技術指導を行っている。 

農業省関連機関〔地方開発支援部（農業普及）（SDDR）及び国立土壌研究所（INP）〕との協調は

プロジェクトの成果達成に大きく貢献している。JICA の他プロジェクト（一村一品プロジェクト、

エコビレッジプロジェクト等）は日本人専門家間で協議中である。無償事業による苗畑設置のフォ

ローアップに関しては、プロジェクトが当該苗畑で作られた苗木を使用するといった直接的な協調

が期待されている。 

 

（４） インパクト  

プロジェクトのインパクト は現時点ではまだほとんど出現していないが、パイロットサイトでの

アプローチを適切に広範囲へ普及することができれば、現場に適した土地劣化抑制技術の浸透に国

レベルで直接貢献する可能性はかなり高いといえる。  

プロジェクトは土地生産性の増加を通して、村落住民の生計向上にも寄与すると考えられる。ま

たいくつかの技術（野菜・果樹栽培、堆肥製造など）は直接的な現金収入の手段となり得ると予想

される。 

 

（５） 持続性 

政策的側面と技術的側面においてはプロジェクトの持続性は高いといえるが、組織的側面及び財

政的側面においては現時点では不透明である。  

土地劣化はセネガルのみならず近隣のサハラ砂漠以南の国においても深刻な問題である。この問

題がセネガルで近い将来、政策的に重点課題ではなくなるとは考えにくい。 

季節の関係上まだすべての技術が試行されてはいないものの、技術的な持続性に関してはパイロ

ットサイト村で結果が出つつある。プロジェクトの技術のほとんどは、いったん村落住民が十分な

知識を身につければ、外部からの財政支援がなくても続けていけるものが大半である。 

組織的には、水・森林・狩猟及び土壌保全局はプロジェクト開始以来、数回の省庁再編を経験し

ている。その結果として C/P 人材の異動が度重なり、必然的に現場レベルでの C/P の能力向上が困

難になった。これらの人事異動等に関する問題にプロジェクトとして改善を図ることは困難だが、

この問題が解決されない限り、C/P の能力向上を実現することは難しく、組織的持続性も確保され

ない。 

財政的にはセネガル側のプロジェクトチームが C/P 予算を実際に確保・執行するに至っていない。
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日本人専門家側はナショナルコーディネーターに、速やかな C/P 予算の執行を依頼しており、さま

ざまな働きかけを実施している。 

 

３－３ 結論 

本中間レビューの結論として以下の点が挙げられる。 

（１） プロジェクトはこれまで基本的に順調に実施されている。 

（２） プロジェクトは土壌劣化抑制及び効率的な土地利用促進に関する政策ニーズや現場の需要を

正しく反映している。 

（３） プロジェクトは既に劣化した土地を改善するための技術の開発と試行という成果について、目

に見えるかたちで達成しつつある。 

（４） プロジェクトの運営組織の枠組みについては今後修正する余地がある。特に、技術の普及活動

に関する点、及び C/P の能力向上をどのように確保するかという点、について検討する必要が

ある。 

（５） プロジェクト・デザインの修正に際しては、C/P 予算の慢性的な不足にどのように対応するか

について早急に判断する必要がある。この修正がなくてはプロジェクト目標及び上位目標を達

成することが難しい。 

 

３－４ 提言 

調査結果に基づき、調査団は以下のとおり提言を行った。 

（１）関係機関の巻き込みを含む組織体制強化 

C/P 予算はいくつかの費目（車両メンテナンス費、燃料費）を欠如しており、また、行政手続き

の遅延による支出の遅れがある。そのため、いくつかの活動が遅れている。プロジェクトは限られ

た資源の中で、C/P の能力強化を効率的に実施すべきである。また、SDDR や INP のような関連機

関との連携を行うことで、プロジェクト活動をより効率的に実施するべきである。 

 

（２）対象地域内外の農民に改良された技術を普及する手法の開発 

プロジェクト目標及び上位目標を達成するためには、改良された技術を広範囲に普及することが

重要であるが、現在のプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）においてはそのような活動

は記載されていない。そのため、すぐに PDM を修正するとともに、普及手法を計画するべきであ

る。また普及の際には啓発活動も含めるべきである。 

 

（３）コミュニティへの能力強化活動の強化 

C/P 予算不足に伴う森林官の現場訪問の困難さと C/P の頻繁な異動により、森林官の能力強化に

影響を与えている。そのため、現場レベルでの持続性がより確保されるようにプロジェクトはコミ

ュニティへの研修により焦点を置くべきである。 

 

（４）他プロジェクトや他ドナーとの連携の促進 

苗畑フォローアップ案件のように直接関係するプロジェクトがある。他方で、その他のプロジェ

クトや他ドナーとは情報交換を行っているが、具体的な連携についてはまだできていない。プロジ
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ェクトは、まもなく広報や普及活動を本格的に開始するため、連携会議により積極的に参加し、他

ドナーのプロジェクトと連携する可能性を模索することを提案する。それにより、さまざまなプロ

ジェクトやプログラムを通じてプロジェクトの技術と手法をより広く共有できるだろう。 

 

（５）水・森林・狩猟及び土壌保全局の専門家と日本人専門家の一層のシナジーの創出 

水・森林・狩猟及び土壌保全局においては、土壌劣化対策の専門家が多くいる。そのため、中間

レビュー調査団は、セネガル人専門家と日本人専門家が頻繁に意見交換する場を設けることを提案

する。これにより、それぞれのプロジェクトサイトで最も適切な木を決定することに役立つだろう。

 

（６）地方自治体のプロジェクト実施過程への巻き込み 

すべての地方自治体は自然資源管理を行うための予算を有している。そのため、地方自治体がプ

ロジェクト実施を財政的に貢献（燃料や研修）するように説得するべきであろう。 

 

（７）C/P 予算の確保 

水・森林・狩猟及び土壌保全局は、今年度計上された C/P 予算を適切に支出するとともに、プロ

ジェクトの残り期間の予算を確保・支出するべきである。その予算にかかわらず、日本側はプロジ

ェクト成果達成のために、森林官の活動費用（燃料費、バイク）を増加させるべきである。費用の

支出にあたっては、活動計画の作成とモニタリングを整備するとともに、バイクの管理体制を明確

にするべきである。 

 

（８）広報の強化 

広報活動はすでにプロジェクトでも実施しているものの、十分広くは知られていない。そのため、

水・森林・狩猟及び土壌保全局内外に対する広報活動に対してより積極的な努力を行うことを提案

する。 

 

（９）PDM の修正 

上記を踏まえて合同評価委員会で修正案を作成し、提案した。 

以上

 



 

 

第１章 中間レビューの概要 

 

１－１ 協力の背景と概要 
セネガル共和国（以下、「セネガル」と記す）では、生産性の低い裸地や草生地（酸性硫酸塩

土壌）の拡大や灌漑農地における塩害（灌漑による塩類集積）、そして疲弊（落花生盆地の過剰単

一栽培や過放牧など）が大きな問題となっている。本プロジェクトが対象とするファティック州

及びカオラック州も、酸性硫酸塩土壌と内陸部耕作地の土地の疲弊という 2 つの大きな土壌劣化

問題を抱えており、耕作地や林地の減少、単位面積あたりの穀物等収穫量の減少が続いている。

特に人口増加を抱える両州においては、村落住民の生活に多大なる影響を及ぼしている。 

これまでも同地域では複数の土壌劣化対策プロジェクト等が実施され、土地改良・植林・保護

区域の設置等の対策が取られてきた。しかし、それらの活動や技術はおのおのの場所で独自に実

施されており、森林局にて体系的に整理・蓄積するためには森林官の能力向上が必要である。ま

た、村落での活動もプロジェクト終了とともに停滞することが多く、土地が再び劣化したり活動

や技術が他村落へ波及しなかったりすることも課題となっている。  

このような状況に対し、セネガル国政府は貧困削減戦略文書及び環境セクター政策書簡におけ

る戦略及び目標を実行するため、予算の効果的な拠出を掲げた 3 年単位の環境セクター中期支出

計画（Cadre de Dépenses Sectorielles à Moyen Terme：CDS-MT）を策定している。同計画では「持

続的開発及び貧困削減のために、自然資源の合理的管理を促進し、人々の生活の質を向上するこ

と」を果たすべく、8 つのプログラムを策定し、そのひとつに「森林破壊及び土壌劣化対策」を

掲げている。このような状況のなかで、セネガル政府は日本に対し本プロジェクトの要請を行っ

た。 

国際協力機構（Japan International Cooperation Agency：JICA）はこの要請に基づき、2010 年 6 月

から 7 月に詳細計画策定調査団を派遣し、協力の枠組みについてセネガルと合意しており、2010

年 12 月に「劣化土壌地域における土地劣化抑制・有効利用促進のための能力向上プロジェクト」

にかかる討議議事録（Record of Discussions：R/D）を署名交換した。上記R/D に基づき、環境・

持続的開発省、水・森林・狩猟局及び土壌保全局職員をカウンターパート（Counterpart：C/P）と

して、2011 年 3 月より技術協力を実施している。 

 

１－２ 協力内容（プロジェクトの要約） 
（1）プロジェクト期間 

 2011 年 3 月～2016 年 3 月（5 年間） 
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（2）C/P 

1）プロジェクトディレクター（環境・持続的開発省、水・森林・狩猟局及び土

壌保全局局長）

2）プロジェクトマネージャー（ナショナル・コーディネーター：環境・持続的

開発省、水・森林・狩猟局及び土壌保全局所属）

3）水・森林・狩猟局及び土壌保全局 ファティック／カオラック両州局長

4）州／県森林局の森林官

（3）プロジェクト対象地域

ファティック州（ファティック県、フンジュン県）及びカオラック州（カオラック県、

ニョーロ県）の 2 州 4 県

１－３ プロジェクトの枠組み

上位目標
対象地域において、土地劣化抑制・有効利用促進のための活動が実施され

る。

プロジェクト目標 土地劣化抑制・有効利用促進のために必要な関係者 1の能力が向上する。

成果

1. 土地劣化抑制・有効利用促進対策を行う優先地域が明らかになる。

2. 土地劣化抑制・有効利用促進のために必要な技術が改良・開発される。

3. 
パイロットプロジェクトの実施を通じ、土地劣化抑制・有効利用促進に有

効な技術・対策が明らかになる。

4. 
優先地域におけるパイロットサイト以外の関係者の土地劣化抑制・

有効利用促進対策にかかる意識が向上する。

出所：付属資料 4 のプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）より抜粋

1 対象地域内で、プロジェクトで定める優先地域に関わる村落住民及び森林官を指す。

2



 

 

第２章 中間レビュー調査概要 

 

２－１ 中間レビュー調査団派遣の経緯と目的 
本報告書は、2013 年 6 月から 7 月にかけて実施されたセネガル国「劣化土壌地域における土地

劣化抑制・有効利用促進のための能力強化プロジェクト」（以下、「CODEVAL」と記す）の中間

レビュー結果をまとめたものである。本プロジェクトは、開始後 2 年 3 カ月が経過した中間段階

にあることから、『JICA 事業評価ガイドライン（改訂版）』に基づき、 投入実績・活動の進捗状

況等を確認するとともに、評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）の観点

及び横断的視点（政策、技術、環境、社会・文化、組織制度・管理運営、経済・財政）から総合

的な評価を行い、プロジェクトの促進・阻害要因等を分析した。 

また、評価結果を当初計画の見直しや運営体制の改善に活用するべく、セネガル関係者と協議

を行ったうえで、PDM 及び活動計画（Plan of Operations：PO）の修正の必要性の検討、残りの協

力期間における対応方針、今後の方向性、提言、教訓等について合同評価報告書に取りまとめ、

セネガル側及び日本側の両評価団長が署名を行った。 

 

２－２ 評価調査団の構成 
団員の構成は以下のとおりである。 

氏名 担当業務 所属・職位 期間 

高田 宏仁 総括 JICA 地球環境部 

森林・自然環境保全第二課長 

6/23～7/6 

岡田 篤 協力企画 JICA 地球環境部 

森林・自然環境保全第二課 職員 

6/23～7/6 

瀧本 麻子 評価分析 グローバルリンクマネージメント（株） 6/16～7/6 

※このほか、JICA セネガル事務所の浦企画調査員が適宜同行した。 

 

２－３ 調査期間・日程 
平成 25 年 6 月 16 日（日）から 7 月 6 日（土）まで（21 日間） 

〔うち、官団員は 6 月 23 日（日）から 7 月 6 日（土）まで（14 日間）〕 

詳細日程は付属資料 3 のとおりである。 

 

２－４ 評価項目・方法 
本中間レビュー調査は、『新 JICA 事業評価ガイドライン（2010 年 6 月：第 1 版）』に基づき、

PDM を用いた評価手法に則って実施した（表１参照）。プロジェクト・サイクル・マネジメント

（Project Cycle Management：PCM）手法による評価は、①プロジェクトの諸要素を論理的に配置

した PDM に基づいた評価のデザイン、②プロジェクトの実績を中心とした必要情報・データの

収集、③プロジェクトの実績と現状、及び「妥当性」「有効性」「効率性」「インパクト」「持続性」

という 5 つの評価観点（評価 5 項目）に関する情報・データ分析、④分析結果からの提言･教訓の

導出及び報告、という流れからなっている。 
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表１ PDM概要 

上位目標 達成されたプロジェクト目標の貢献が期待される長期の開発目標 

プロジェクト目標 
プロジェクトの終了時までに達成されることが期待される中期的な目標
であり、「ターゲット･グループ」への具体的な便益やインパクト 

成  果 
プロジェクト目標を達成するためにプロジェクトが実現しなければなら
ない、短期的かつ直接的な目標 

活  動 成果を達成するために、投入を効果的に用いて行う具体的な行為 

指  標 
プロジェクトの成果、目標及び上位目標の達成度を測るもので、客観的に
検証できる基準 

指標データ入手手段 指標を検証するためのデータ･ソース 

外部条件 
各レベルの目標を達成するために必要な条件であるが、プロジェクトでは
コントロールできない条件 

前提条件 プロジェクトを開始するために必要な条件 
投  入 プロジェクトの活動を行うのに必要な人員･機材･資金など 

 

調査団は 2012 年 7 月に改訂された PDM 第 2 版（付属資料 4 参照）を評価の枠組みとして適用

し、セネガル側C/P 及び日本人専門家、その他関係機関に対して質問票・インタビューを通して

情報収集を行うとともに、プロジェクトの事業対象地域を視察し、森林官や対象地域の村落住民

にもインタビューを行った。 

本評価調査における主なデータ収集方法及び情報源は以下のとおりである。 

① 既存資料レビュー〔ミニッツ（Minutes of Meeting：M/M）、R/D、詳細計画策定報告書、業

務完了報告書等〕 

② 質問票調査（日本人専門家、セネガル政府C/P、その他森林官等） 

③ キーインフォーマント・インタビュー（日本人専門家、州/県森林局関係者・森林官、関連

研究機関/プロジェクト、村落住民等） 

④ 現地調査 

 

＜評価項目＞ 

 本評価調査において採用した評価項目は以下のとおりである。 

（１）プロジェクトの実績 

プロジェクトの実績は投入、成果、プロジェクト目標及び上位目標の各項目について、付

属資料 4 及び 5 に示す PDM にある指標を参照にその達成状況（または達成見込み）を確認

する。 

（２）実施プロセス 

プロジェクトの実施プロセスは、技術移転の方法、関係者間のコミュニケーション、モニ

タリング等さまざまな観点に基づき、プロジェクトが適切に運営されたかどうかにつき検証

するものである。さらに、実施プロセスの検証によりプロジェクトの効果発現に係る貢献要

因、阻害要因の抽出を図る。 

（３）評価 5 項目に基づく評価 

上記 2 つの項目における検証結果に基づき、プロジェクトは評価 5 項目の観点から検証す

る。評価 5 項目の各項目の定義は以下の表２のとおりである。 
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表２ 評価5項目の定義 

評価 5 項目 JICA 事業評価ガイドラインによる定義 

1. 妥当性 プロジェクトの目指している効果（プロジェクト目標や上位目標）が受

益者のニーズに合致しているか、問題や課題の解決策として適切か、相

手国と日本側の政策との整合性はあるか、プロジェクトの戦略・アプロ

ーチは妥当か、公的資金である政府開発援助（ODA）で実施する必要が

あるかなどといった「援助プロジェクトの正当性・必要性」を問う視点。

2. 有効性 プロジェクトの実施により、本当に受益者もしくは社会への便益がもた

らされているのか（あるいはもたらされるのか）を問う視点。 
3. 効率性 主にプロジェクトのコスト及び効果の関係に着目し、資源が有効に活用

されているか（あるいはされるか）を問う視点。 
4. インパクト プロジェクトが実施によりもたらされる、より長期的、間接的効果や波

及効果を見る視点。予期しなかった正・負の効果・影響も含む。 
5. 持続性 援助が終了しても、プロジェクトで発現した効果が持続しているか（あ

るいは持続の見込みはあるか）を問う視点。 
出所：『新 JICA 事業評価ガイドライン』（2010 年 6 月） 

 

上記調査の分析結果を基に、本プロジェクトへの提言と類似プロジェクトへの教訓を抽出する。

また、日本側及びセネガル国側関係者と協議を行い、その結果をフランス語及び英語の「合同評

価報告書」及びM/M として取りまとめ、署名する。  
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第３章 プロジェクトの進捗状況と評価結果の概要

３－１ プロジェクトの投入実績

プロジェクトが開始された 2011 年 3 月から 2013 年 5 月末までの日本側・セネガル側の投入実

績は、以下のとおりである（詳細については付属資料 6～10 を参照のこと）。

(1) 日本側

専門家 長期専門家 2 名及び短期専門家 3 名が派遣された。

本邦研修 6 名の研修員が本邦研修に参加した。

資機材供与
さまざまな資機材がプロジェクトの円滑な実施のため供与された。

これまでの合計額（2013 年 5 月末現在）は 7,826,779 円である。

ローカルコスト 現地業務費として 6,707 万 円が支出された（2013 年 5 月末現在）。

(2) セネガル側

C/P の配置
合計 22 名の水・森林・狩猟及び土壌保全局の職員がプロジェクト活

動に直接関与している（2013 年 6 月現在）。

予算の配分

セネガル側はプロジェクトオフィスの光熱費を負担するとともに、

C/P の使用するコンピュータ2 を提供している。C/P の現地業務費に関

しては、セネガル側はプロジェクト開始時より予算要求を行ってお

り、2013 年度に初めて 1,400 万 セーファーフラン（CFA）の予算が

認められた。しかし、当該予算は 2013 年 6 月現在、まだ C/P に割り

振られていない。予算不足を解消するため、ナショナル・コーディネ

ーターは新たに予算請求を行い、現在 400 万 CFA の追加に関する承

認を見込んでいる。

施設の提供

セネガル側がプロジェクトオフィスの場所を提供：ダカールとファテ

ィック州にプロジェクトオフィスが 1 室ずつ、またカオラック市にプ

ロジェクトのメインオフィスとして建物 1 棟、及びカオラック州水・

森林局内にプロジェクト車両の駐車スペースがある。

３－２ 実績の確認

３－２－１ プロジェクト目標の達成見込み 

プロジェクト目標：土地劣化抑制・有効利用促進のために必要な関係者3の能力が向上する。

指標 1：森林官の土地の劣化抑制

および有効利用に関する技術と知

識が、プロジェクト開始時と比べ

て向上する。

森林官に対しては、植林、土壌劣化図作成、水食、及び全地

球測位システム（GPS）装置についての研修が実施された。

村落での活動やパイロットサイトでの技術の試行を通して、

ほとんどの森林官が彼らの知識や経験が向上したと述べて

いる。 具体的には、2011 年には 128 人の森林官（複数回出

席した者もいた）がプロジェクトの立案や情報共有のための

セミナーやワークショップに参加した。2012 年には、26 名

2 これらのコンピュータはC/Pの職務全般に対して割り当てられたもので、特に本プロジェクトのための使用に特化したものでは

ない。
3.対象地域内で、プロジェクトで定める優先地域に関わる村落住民及び森林官を指す。
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の森林官がGPS 研修を受け、21 名は環境教育（啓発）研修

を受けた。2011 年から 2013 年にかけて、26 名の森林官が土

壌浸食のメカニズムについて学び、土壌改良の技術や土壌保

全に関わる日本の政治・組織的な枠組みについて学んだ。ま

たさまざまなプロジェクトの調整会議や地方開発委員会に

出席することにより、プロジェクトについて深く学んでい

る。 
指標 2：優先地域の少なくとも

50％以上の村落において、住民が

パイロットプロジェクトで有効性

が実証された技術を導入・活用す

る。 

現在は、パイロットサイト村落において、提案された土壌劣

化抑制技術が実証されている段階である。これらの技術は、

土壌劣化の度合いや村落住民の関心に基づいて選定された

（注：パイロットサイト村落は優先地域の 100 村のうち

20％）。 

質問票やインタビューによると、ほとんどのC/P はセミナーやワークショップを通じて学ん

だ技術や知識について肯定的に受け止めている。しかし、現場に移動する手段がないこと（現

地業務費の予算不足）については、多くのC/P が問題点として言及しており、彼らの能力向上

に関するボトルネックになっている。   

パイロットサイトとして選定された 20 村では、環境教育、組織強化、土壌劣化防止に関す

る技術、収入向上等、多様な分野の研修が行われた。村落住民の研修やセミナーに対する関心

度は高いが、どうしても短期で目にみえる結果の出る堆肥製造や野菜栽培などに関心や活動が

集中しがちである。効果が長期的にしか期待できない活動（植林や苗木栽培）については、住

民の関心は低く、植林した苗木の枯死率も高い。長期的な環境効果 に関する意識を向上させ

るためには、継続的な現場訪問やモニタリングが大変重要だが、C/P の現地活動に係る予算の

不足のため実現が難しい状況である。 

 

３－２－２ 上位目標の達成見込み 

上位目標: 対象地域において、土地劣化抑制・有効利用促進のための活動が実施される。 

指標 1: 対象地域の 75%以上の村

落共同体において、プロジェクト

で有効性が実証された土地劣化

抑制・有効利用促進のための技術

が住民によって実施される。 

2012 年の年末から、数種類の土地劣化抑制技術がパイロット

サイト村で試行され始めた。それらの効果は村落住民に認知

されてきているが、その他の優先地域の村落への普及作業に

ついてはまだ開始されていない。よって、現時点でこの指標

についての達成度を測ることは時期尚早である。  

プロジェクト目標の達成から上位目標の達成につながっていくには、大規模な普及作業が必

要である。まず、パイロットサイトである 20 村で試行され効果のあった技術が、優先地域内

の残りの 80 村に広められなくてはいけない。その後、同様の普及作業が、より大規模にファ

ティック州、カオラック州の全対象地域（約 1,600 村、ただし土壌劣化の程度は村落により異

なる）において行われる必要がある。このような大規模の普及活動を行うには、C/P の向上し

た能力を十分に発揮することのできる環境づくり（政治的/組織的サポート）が必須である。現

行の PDM はこれら普及に関する活動及び政治的/組織的サポートについての言及がなく、これ

により上位目標までの論理の流れが阻害されている。 

プロジェクトとして普及活動の枠組みを至急立案する必要がある一方で、優先地域内のパイ

ロットサイト外の村落への技術普及は、すでに草の根レベルで村落住民によって実施されてい
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る事例も観察された。パイロット村の近隣の村の住民がプロジェクトの活動を見に来て関心を

示すことが多々あるという意見がインタビューで聞かれた。プロジェクトで実施された技術研

修を受けた住民が、依頼されて近隣の村落で学んだ技術（例：堆肥作り）を教えたという報告

もあった。また、エコサントイレ（人糞を堆肥に変える技術を擁するトイレ）4も、今後の展開

に希望が持てる技術だということが判明した。当初エコサントイレのコンセプトは文化・宗教

的に激しい反発を生んだが、研修を受け、既に同トイレを数年以上利用している村落への視察

旅行などを経るうちに、住民たちの対応が大きく変化した。村落への聞き取り調査では住民か

ら頻繁にエコサントイレの追加設置を希望する意見が聞かれた。これらはプロジェクトで扱う

土地劣化抑制技術が広範囲に普及できる可能性の高さを示しているといえる。 

 

３－２－３ 各成果の達成状況 

成果 1：土地劣化抑制・有効利用促進対策を行う優先地域が明らかになる。 

指標 1-1：優先地域を確定するた

めの情報（土地利用図、土壌劣

化図等）がまとめられ、提示さ

れる。 

陸域観測技術衛星（ALOS）及び地球観測衛星（SPOT）の両衛

星画像を使用して土地利用図、土壌劣化図（劣化タイプ別）、

土壌劣化進行図が作成された。 C/P 機関の統計データなども

収集され、上記の地図に組み込まれた。 

指標 1-2：優先地域の選定に関す

る合意が形成される（取り決め

が結ばれる）。 

上記地図や収集された資料・データを基に優先地域選定基準が

設けられ、 優先地域の候補地がC/P との協議で抽出された。

そして、各州レベルでのワークショップを通じて優先地域 100
村が最終決定された。   

プロジェクトが開発する土地劣化抑制技術の適用優先地域として 100村が選定された。 当初、

水・森林局の情報管理状況が悪く、過去の土壌劣化対策関連資料を探すのに多大な時間を要し

たが、関連する研究機関から資料提供の協力が得られた。プロジェクト開始時のワークショッ

プには多数のC/Pが参加し、優先地域選定基準やそのプロセスが詳細に渡り議論された。 

 

成果 2：土地劣化抑制・有効利用促進のために必要な技術が改良・開発される。 

指標 2-1: 土地の劣化抑制および

有効利用促進のための技術が各劣

化状況について 2 つ以上提案され

る。 

関連資料が収集され、村落レベルで適用可能な技術の抽出が

行われると共に、セネガル国内でこれまであまり導入されて

いない技術、または従来の技術をより安価にあるいは改良し

た技術が実証試験案として提案された。最終的に、8 種類の

土木技術、7 種類の生物学的技術、10 種類の土壌改良技術（ア

グロフォレストリーを含む）、4 種類の土壌塩化に対応する技

術、及びその他 3 種類の技術が提案された。各技術が、ひと

つかそれ以上の土壌劣化の原因に対応している。土壌劣化の

タイプ別に2種類以上の土地劣化抑制技術がそれぞれ試行さ

れることになった。 

成果 2については、関連情報や新しい技術に関する資料収集は継続されるものの、十分な数

の技術が提案されているため、達成されたと見てよい。成果 1で作成されたさまざまな地図と

収集された資料を基に、優先地域の村落における技術の適応性や試行する上での問題点などが

調査された。村落レベルのデータや、隣国での土地劣化抑制技術の使用状況などについて情報

                                                        
4 エコロジカルサニテーショントイレ（環境衛生トイレ）。便と尿を分けて集め、尿は希釈し液肥として、便は灰をかけて pHを上

げてアルカリ性にすることで衛生化し、たい肥とする。（http://www.kyoto-nicco.org/project/malawi/001.html） 
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を得ることが困難だったが、住民にとって利用しやすい技術が土地劣化のタイプ毎（水食、風

食、塩害、及び土壌栄養の枯渇）に提案された。 

 

成果 3：パイロットプロジェクトの実施を通じ、土地劣化抑制・有効利用促進に有効な技術・対

策が明らかになる。 

指標 3-1：土地の劣化抑制および

有効利用のための技術・手法マニ

ュアルが作成される。 
 

包括的なマニュアルはまだ作成されていないが、現在準備中

である。成果 2 により提案された土壌劣化抑制のための各技

術は土地劣化のタイプに応じ、パイロットサイトで試行され

つつある。20 村がパイロットサイトとして選定され、各村に

つき、少なくとも 2 種類以上の技術が試行される予定である。

これらの試行結果がマニュアル作成の資料となる。  
指標 3-2：パイロットサイトの生

産者の少なくとも 50％以上が必

要な技術を習得する。 

プロジェクトの技術を試行する前に、それぞれのパイロット

サイト村でプロジェクトとの間で同意書が取り交わされた。

それを受けて、州レベルのC/P により各村を担当し技術サポ

ートを行う森林官が配置された。各技術の説明後、それぞれ

の村落のニーズやフィードバックに応じ、さまざまな研修、

セミナー、ワークショップが開催され、今後も実施される予

定である。数種の技術（エコサントイレ、堆肥作り等）につ

いては既に成功裏に実施されている。また、村落住民は水食

等の土壌劣化のメカニズムについてもプロジェクトを通じ

て学習しており、それらの知識が今後の技術の導入に際し役

立つと考えられる。  
 

土壌劣化のタイプと程度、また当該村落の意欲や受け入れ姿勢により、2種類以上の土地劣

化抑制技術が各パイロットサイト村において試行されている（あるいは試行予定、詳細は表３

を参照のこと）。 

堆肥製造や野菜栽培など農法関連の技術については、農業省の下部機関である地方開発支援

部（農業普及組織）（Service Department du Development Rural：SDDR）や土壌研究所（Institut 

National de Pedologie：INP）などと協力してプロジェクト活動が行われている。一方で、C/P予

算の不足から移動手段が確保できず（バイクの故障、ガソリン代の欠如等）、州水・森林局の

C/Pがパイロットサイトに行くことが困難な状況が続いている。日本人専門家側が、可能な限

りプロジェクトの車両などを提供しているが、十分とは言いがたく、これにより現場でのモニ

タリング作業などが滞っている。例えば、植林の後にサイトへのフォローアップ訪問ができて

いないため、植えられた苗木が放置され、家畜などの食害によって多くが枯死している。また、

技術の種類によっては、雨期乾期の関係から 1年のうち特定の時期にしか導入できないものも

あり、パイロットサイトでの試行が遅れているところもみられた。 
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表３ サイト別パイロットプロジェクト活動（2013年6月現在案） 

 

出所：日本人専門家より入手  

 

 

10



 

 

成果 4: 優先地域におけるパイロットサイト以外の関係者の土地劣化抑制・有効利用促進対策に

かかる意識が向上する。 
指標 4-1: 優先地域内でパイロッ
トサイト以外の 50％以上の村落
で、土地劣化抑制及び有効利用に
係る取り組みが再現される。 

 

プロジェクトで導入された土地劣化抑制技術をパイロット

サイト村以外の村落に波及する取り組みはまだ実施されて

いない。優先地域内のパイロットサイト以外の 80 村におい

て、土地劣化に関するニーズについて聞き取り調査が行わ

れ、現在その結果を分析中である。これらの村落を担当する

現場のC/P に対しては、環境教育の研修やGPS 研修などが実

施された。その他の能力向上の必要性に関しては現在分析

中、及び準備段階にある。 

プロジェクトでは、パイロットサイト以外の村落住民と、それら村落を担当する現場C/P（森

林官）への環境教育、特に土地劣化に関する研修が実施されている。村落住民（特に女性）は

プロジェクトの活動に高い関心を寄せている。パイロットサイト村落で試行されている技術の

普及に関しては，現在まだ検討中だが、すでにパイロットサイト住民が近隣の村落から現在実

施中の活動について問い合わせを受けているという報告もあり、研修を受けた住民の中には、

パイロットサイト外の村落から、学んだ技術を教えてほしいと依頼されている者もいた。特に

エコサントイレは 導入された村落の住民間で人気が高く、問い合わせも多いということであ

った。  

森林官は移動に係る予算不足により、村落での研修に参加することが困難になっている。そ

のため、 彼らのプロジェクトへの当事者意識や責任感は、当初の計画に比べると低いといわ

ざるを得ない。しかし、GPS 研修は森林官の間で大変人気が高く、彼らの通常業務にも活用さ

れている。プロジェクトの優先地域外の森林官がわざわざプロジェクトオフィスを訪ねて、よ

り詳細なGPS 装置の使用方法について学んでいったという報告もあった。このことは森林官に

対する適切な動機づけと研修が組合わせれば、能力向上が進むことを示している。 

 

３－２－４ 関係者間のコミュニケーション 

プロジェクト関係者間（日本人専門家、C/P、森林官、村落住民）のコミュニケーションにつ

いて、基本的に問題は見られない。ただし、パイロットサイト数が多いため、日本人専門家が

ひとつひとつのパイロットサイト村を訪問する頻度はそれほど高くない。このため、それぞれ

の村落を担当している森林官と日本人専門家の間のコミュニケーションはあまり密にはでき

ていないのが現状である。農法関連の活動については、日本人専門家やアニメーター（プロジ

ェクトが雇用している現場アシスタント）は主に SDDRや INPの担当者達と共に研修や普及活

動を実施している。森林官は専門性の違いからこれらの活動にはあまり参加していないため、

現場レベルでの SDDRや INP職員と森林官とのコミュニケーションはあまり密には行われてい

ない。 

プロジェクトのモニタリング機能として、合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）

と、州調整委員会（Regional Coordinating Committee：RCC）が表４のとおり開催された。RCC

は州レベルにおけるプロジェクトの実施が円滑に行われるための連絡会議の役割を果たして

おり、ナショナル・コーディネーター及びファティック、カオラック両州のC/Pが出席してい

る。 
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表４ JCC及びRCC開催年月 

回 JCC RCC 

第 1 回 2011 年 7 月 2 カ月毎に開催 
第 2 回 2012 年 1 月 
第 3 回 2012 年 7 月 
第 4 回 2012 年 11 月 
第 5 回 2013 年 7 月 

 

州レベルと国レベルのC/P のコミュニケーション不足を補うべく、プロジェクトは四半期ご

とに活動報告書をC/P 全員に配布している。C/P へのインタビューでは、この報告書により詳

細な現場レベルでの活動を載せてほしいという要望もあった。プロジェクトは、その他に関係

者として SDDR や INP 職員と共同で活動をしており、また、同じ州内で類似する活動を行っ

ている他ドナーによるプロジェクト〔ドイツ国際協力公社（Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit：GIZ）による「再生可能エネルギー・農村電化及び家庭用燃料の持続可能な供

給のためのプログラム（Programme pour la promotion des énergies renouvelables, de l'electrification 

rurale et de l'approvisionnement durable en combustibles domestiques：PERACOD）」プロジェクト、

アフリカ開発銀行やイスラム開発銀行による「小規模灌漑支援プロジェクト（Projet d'Appui à la 

Petite Irrigation Locale：PAPIL）」プロジェクト〕とも随時情報交換などを行っている。  

C/P のプロジェクトに対する当事者意識や関心はおおむね高いといえるが、C/P 予算（特に

現地業務費）の不足などが原因でイニシアティブをとって活動を行うというレベルには至って

いない。また、C/P はプロジェクト開始時以来、省庁再編が数回行われたこともあり、それぞ

れの役職での異動の頻度が激しく、C/P の能力向上というプロジェクトの目的が実現しにくい

状況にある。農法関連の活動に関しては、C/P はあまり従事しておらず、実質的にC/P の役割

を果たしている SDDR や INP 職員は自組織からの支援不足を訴えている。村落住民（特に女

性）は原則的にプロジェクト活動に積極的に参加しているが、男性住民の更なる参加と彼らと

プロジェクトとのコミュニケーションには改善の余地があるといえる。 

 

３－２－５ PDM 修正 

2012 年 6 月に開催された第 2 回 JCC において、PDM は以下のとおり修正された。 

 

表５ PDM修正箇所比較一覧表 

項目 現行 修正案 

上位目標 （指標） 
パイロットプロジェクト開始時と比べて土地

劣化抑制・有効利用された面積が●%増加する。

 
プロジェクトで有効性が実証された技術が、プ

ロジェクト開始時と比べて対象地域の 75%以

上の村落共同体において、住民によって定期的

に活用される。 

 （データの入手方法） 
環境・自然保護省作成報告書 

 
技術関連部署によって作成された報告書 
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項目 現行 修正案 

プロジェクト目標 （指標） 
1.森林官へのアンケート結果において、●%の森

林官が土地の劣化抑制および有効利用に関す

る技術と知識が、プロジェクト開始時と比べ

て向上したと認識する（考える）。 

 
1.森林官へのアンケート結果において、森林官

の土地の劣化抑制および有効利用に関する技

術的知見が、プロジェクト開始時と比べて向上

する。 

 （データの入手方法） 
1.プログレス・レポート 

 
1.森林官へのアンケート調査、プロジェクト調

査レポート 

 （指標） 
2.優先地域において、土壌の劣化抑制および有

効利用の促進のための技術を活用する住民が

●%増加する。 

 
2. 優先地域村落の 50％以上がパイロットサイ

トで有効性が実証された技術を導入・活用す

る。 

 （データの入手方法） 
2.プログレス・レポート 

 
2. プロジェクト調査レポート 

成果 （データの入手方法） 
1.2 プログレス・レポート 

 
1.2 プロジェクトレポート、セミナー議事録 

 （指標） 
2.1 劣化状況に応じた土地の劣化抑制及び有効

利用のための技術が、各状況についてひとつ

以上提案される。 

 
2.1 劣化状況 に応じた土地の劣化抑制及び有

効利用のための技術が、各状況についてひと

つ以上提案される（仏語表記の変更のみ）。 

 （データの入手方法） 
2.1 プログレス・レポート 

 
2.1 プロジェクトレポート 

 （指標） 
3.2 プロジェクトの各サイトにおいて、必要な

技術を習得した住民が、パイロットプロジェ

クト開始前と比べて●%増加する。 

 
3.2 パイロットサイトにおいて、土地劣化抑

制・有効利用促進に有効な技術を習得した生

産者の割合が、少なくとも 50%に増加する。

 （データの入手方法） 
3.2 プログレス・レポート 

 
3.2 プロジェクトレポート 

 （指標） 
4.1 優先地域内でパイロットサイト以外の●%
の住民と●%の森林官が土地の劣化抑制およ

び有効利用のための手法を理解する。 

 
4.1 優先地域内でパイロットサイト以外の

50％以上の村落で、土地劣化抑制及び有効利

用に係る取り組みが再現される。 

 （データの入手方法） 
4.1 研修レポート 
4.2 プログレス・レポート 

 
4.1 プロジェクトレポート 

外部条件 （成果） 
2.プロジェクトの裨益者である森林官は、JICA
との事前協議なしには配属されない。 

 
2.プロジェクト対象地に森林官が必ず配属され

る。 

（出典：プロジェクト第 2 年次業務完了報告書） 
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第４章 実施プロセスの検証 

 

４－１ 5項目による評価結果 

４－１－１ 妥当性 

プロジェクトの妥当性は高い。プロジェクトはセネガル政府のニーズや方針に沿っており、

また日本側の援助方針とも整合性が高い。 

セネガル政府によるCDS-MT には 8 つのプログラムが存在し、そのうちの一つが森林消失と

土壌劣化である。CDS-MT 全体予算の 25％がこのプログラムに割り当てられており、本プロ

ジェクトが政府の国家開発政策の方針に沿っていることを示している。C/P や村落住民に対す

るインタビューでも土壌劣化は彼らにとって深刻な問題で、抑制技術が必要であるという意見

が多く見られた。しかし、C/P 予算は現在に至るまで執行されておらず、一部では今後、環境

セクターの中心は気候変動関連のプログラムに移行していくのではないかという意見も見ら

れた。 

本プロジェクトの構成は（１）優先地域を特定する、（２）現場に適した技術を開発（ある

いは現行のものを改善）する、（３）パイロットサイトでその技術を試行する、（４）上記（１）

から（３）を通じて関係者の能力を向上させ、技術を広範囲に広めるという流れになっている。

このデザインは地方の土地劣化に対応する技術を導入するという目的に合致しているといえ

る。  

プロジェクト活動の分野は多岐に渡っており、現在の現場レベルのC/P である森林官ではす

べての活動に対応しきれないことが判明した。プロジェクトとしては、既に非公式に農作業関

連の公的機関（SDDR、INP）と恊働している。また、C/P の移動費不足により、日本側の予算

と人員だけでパイロットサイト 20 村での活動を実施しなくてはいけない状況になり、日本人

専門家への過剰負担が懸念される。加えて、上位目標の達成には、現行の PDM のプロジェク

ト目標と外部条件だけでは到達しにくいことが判明した。PDM の論理の流れに問題があり、修

正が必要である。C/P の役割についても、現実的にどのように修正するのか議論する必要があ

る。 

 

４－１－２ 有効性 

プロジェクトの有効性は比較的高いといえる。対象地域の森林官の能力は、研修や現場での

活動、他機関との恊働作業などを通して、土地劣化に関する技術を学んでいくなかで徐々に向

上している。村落住民の土地劣化抑制に関する技術も、環境教育や組織管理、財政管理研修な

どを通して向上し、生計の改善に貢献している。土地劣化抑制に関するそれぞれの技術はあま

り高度な技術や機材を必要としないものが多く、村落住民が外部からの金銭的支援がなくても

導入しやすいという点でも有効性が高いといえる。一度住民がそれらの技術について学べば、

プロジェクトが終了しても自分たちの努力で活動をある程度継続していくことができると考

えられる。 

プロジェクト目標と成果の因果関係については、4 つの成果はそれぞれ達成されつつあるか、

あるいは既に達成済みであり、それぞれプロジェクト目標の達成に資すると見られる。しかし

成果 4 については、活動の中に普及活動の計画と実施が含まれておらず、これらの活動が行わ
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れない場合には成果 4 のプロジェクト目標達成への貢献度は高くはならない。 

 

４－１－３ 効率性 

現段階でプロジェクトの効率性を議論することは難しい。セネガル側C/P 予算（現地活動費）

の不足は成果 3、4 の活動を予定どおりに実施することを困難にしており、日本人専門家チー

ムに与えられた予算と人員のみで補うことは不可能である。 

日本人専門家チームはそれぞれの専門分野において、 責任感を持って活動している。彼ら

はC/P とも頻繁に連絡をとり、現場の担当官やスタッフ、村落住民に熱心な技術指導を行って

いる。  

供与された資機材は成果 1、2 を達成するために有効に使用された。プロジェクト側では対

応不可能なプロセスの遅延は多少あったが、基本的にすべての資機材は順調に設置され、プロ

ジェクト内で使用中である。  

農業省関連機関（SDDR 及び INP）との協調はプロジェクトの成果達成に大きく貢献してい

る。JICA の他プロジェクト（一村一品プロジェクト、エコビレッジプロジェクト等）は日本人

専門家間で協議中である。無償事業による苗畑設置のフォローアップに関しては、プロジェク

トが当該苗畑で作られた苗木を使用するといった直接的な協調が期待されている。 

 

４－１－４ インパクト 

プロジェクトのインパクトは現時点ではまだほとんど出現していないが、パイロットサイト

でのアプローチを適切に広範囲へ普及することができれば、現場に適した土地劣化抑制技術の

浸透に国レベルで直接貢献する可能性はかなり高いといえる。 

プロジェクトの中間時点で、多くの村落住民にとって取り入れやすく改善された技術が提案

され、一部はすでにパイロットサイト村で試行されている。しかし、パイロットサイトの 20

村からどのようにプロジェクトの技術を普及していくかについては決定されておらず、対象地

域全体への普及活動はまだ始まっていない。普及のための方法論が確立され、政治的/組織的な

サポートが十分提供されれば、プロジェクトで改善された技術は広範囲における土地劣化問題

解決への糸口になると考えられる。  

プロジェクトは土地生産性の増加を通して、村落住民の生計向上にも寄与すると考えられる。

またいくつかの技術（野菜・果樹栽培、堆肥製造など）は直接的な現金収入の手段となり得る

と予想される。 

 

４－１－５ 持続性 

政策的側面と技術的側面においてはプロジェクトの持続性は高いといえるが、組織的側面及

び財政的側面においては現時点では不透明である。 

土地劣化はセネガルのみならず近隣のサハラ砂漠以南の国においても深刻な問題である。こ

の問題がセネガルで近い将来、政策的に重点課題ではなくなるとは考えにくい。しかし、政策

的持続性を確保するには実際に相応の予算の確保と人材の配置が必要である。 

季節の関係上まだすべての技術が試行されてはいないものの、技術的な持続性に関してはパ

イロットサイト村で結果が出つつある。ほとんどのプロジェクトの技術は、いったん村落住民

が十分な知識を身につければ、外部からの財政支援がなくても続けていけるものが大半である。
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しかし、植林など長期的な土壌改良の方法は短期的には住民が成果を感じづらく、導入に際し

ては継続的なモニタリングや啓発作業が必要である。  

エコサントイレはプロジェクト開始時には文化的にかなり受け入れられづらい技術であろ

うと予想されていたが、他地域でこの施設を既に長く使用している村落を訪ねるスタディツア

ーを実施したところ、プロジェクト地の住民の態度が非常に肯定的なものとなった。施設自体

は一度設置すれば維持管理にはあまり技術も資材も必要としないため、プロジェクト終了後も

使用され続ける可能性が高い。 

組織的には、水・森林・狩猟及び土壌保全局はプロジェクト開始以来、数回の省庁再編を経

験している。その結果としてC/P 人材の異動が度重なり、必然的に現場レベルでのC/P の能力

向上が困難になった。これらの人事異動等に関する問題にプロジェクトとして改善を図ること

は困難だが、この問題が解決されない限り、C/P の能力向上を実現することは難しく、組織的

持続性も確保されない。 

財政的にはセネガル側のプロジェクトチームがC/P 予算を実際に確保・執行するに至ってい

ない。日本人専門家側はナショナル・コーディネーターに、速やかなC/P 予算の執行を依頼し

ており、さまざまな働きかけを実施している。 
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第５章 結論 

 

本中間レビューの結論として以下の点が挙げられる。 

（１）プロジェクトはこれまで基本的に順調に実施されている。 

 

（２）プロジェクトは土壌劣化抑制及び効率的な土地利用促進に関する政策ニーズや現場の需

要を正しく反映している。 

 

（３）プロジェクトは既に劣化した土地を改善するための技術の開発と試行という成果につい

て、目に見えるかたちで達成しつつある。 

 

（４）プロジェクトの運営組織の枠組みについては今後修正する余地がある。特に、技術の普

及活動に関する点、及びC/P の能力向上をどのように確保するかという点について検討する

必要がある。 

 

（５）プロジェクトデザインの修正に際しては、C/P 予算の慢性的な不足にどのように対応す

るかについて早急に判断する必要がある。この修正がなくてはプロジェクト目標及び上位目

標を達成することが難しい。 
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第６章 所感と提言 

６－１ 団長所感 
６－１－１ プロジェクトの活動／成果 

合同評価レポートにも記載されているとおり、プロジェクトの活動はほぼ順調といえる。土

壌劣化状態の判定、パイロット村の選定、住民との関係づくりといった実施プロセス、堆肥づ

くりや植林活動、エコサントイレの試行など個別の活動レベルでは、十分な成果が認められた。

これは主として、専門家チームの尽力によるところが大きい。ただし、後述するとおり、C/P

との連携が結果的に不十分な面もあるため、この点を改善しつつ、実施を図る必要がある。 

 

６－１－２ 評価委員のコミットメントと今後の巻き込み 

今回の評価プロセスでは、評価委員全員（2 名、委員長含む）がすべての現地調査に同行す

るとともに、その後の評価委員会はすべて委員長が協議に参加した。今回、先方の委員は、と

もに森林局の所属でかつ JCC のメンバーであったため、やや、内部者としてのコメントも見ら

れたが、成果の確認と課題の追及にあたって、内部の批判も行うなど、真摯かつ協力的なスタ

ンスで評価作業に従事し、またそのことで、本件プロジェクトへの理解は相当深まったものと

考える。後述するさまざまな課題がある中で、この評価委員の今後の実施プロセスへの巻き込

みは重要と思われる。 

 

６－１－３ C/P 予算の確保 

今回、2013 年度の予算として、1,800 万CFA が承認されたことが、先方より示された。しか

しながら、具体的な費目としては、ポットやパソコンなどの資材費が計上されているのみで、

当初申請していたはずの森林官の移動経費（燃料代、バイクの修理代等）は計上されていない

ことが判明した。プロジェクト専門家にもその経緯は不明とのことであったが、プロジェクト

においては、森林官の移動経費はセネガル側の主要な負担事項であり、今回の合同評価レポー

トでも、その改善、今後の適切な対応を提言している。 

 

６－１－４ 普及システムの構築 

上述のとおり、プロジェクトでは 20 のパイロット村において、顕著な成果を上げつつある

が、上位目標を考慮すれば、プロジェクトの後半においては、プロジェクト目標である「能力

の向上」の中に、パイロット村以外の優先地域（2 州で 80 村）における普及活動が一定程度含

まれることが望ましい。この点を踏まえ、評価委員会では、成果 4 の修正（意識の向上→普及

体制の準備）を施した PDM 案を提言した。今後、プロジェクトでは、有効な普及手法の検討

のための活動（調査、試行、検討、準備等）を行っていくことになる。 

他方、普及体制の構築には、森林官の基本的な能力の向上が不可欠であるが、６－１－３の

予算上の問題もあり、森林官のサイトへの同行がパイロット村へ限られている。（プロジェク

トでは、専門家活動との連携のみ燃料代を支出対象としていることと、専門家が同行しない場

合の活動経費（燃料代）は、先方負担だが、プロジェクト予算が支出されておらず、当面、手

当されない見込みである。） 

しかしながら、普及システムの検討のプロセスにおいて、森林官が優先地域において、技術

18



 

 

移転を受けつつ、独自に主体的な活動を展開することのメリットは、プロジェクトの自立発展

性を高めるうえでも十分あると考えられることから、そのための支出の必要性について、提言

に含めた。これを踏まえて、森林官の活動経費（燃料代、バイクの修理費等）については、JICA

側で追加負担を検討することになる（なお、日当については支給対象としないことを JICA セ

ネガル事務所とも確認済み）。 

 

６－１－５ プロジェクト内のコミュニケーション 

今回調査機関を通じて、環境省内、プロジェクト関係者内でのコミュニケーションの不足や

必要性が多く指摘された。 

これは、ひと言でいえば、プロジェクトの活動（あるいはCODEVAL というプロジェクト名）

が認知されていないということであるが、主たる原因としては、①担当局の 2 回の統廃合、②

ナショナル・コーディネーターの配置（カオラックの予定がダカール配置、交代、③プロジェ

クトの枠組み（地方主体）、④コンサルタントの意識（各セクター担当が自身の業務に専念、

ダカール不在）、⑤事務所とのコミュニケーション（プロジェクトの課題の共有）、などがあげ

られる。 

これらの結果として、①予算の配分の遅れ、要求と配分のかい離、②本省（上層部）からの

支援の欠如、③全体の士気の低下、④日本の技術協力への理解不足などがあげられる。 

環境省計画局及び経済財務相経済協力局を訪問し、予算の配分を確認した際も、予算獲得に

おいては、省内でのプロジェクトの周知、特に大臣への打ち込みが不可欠であるとの示唆があ

った。 

提言では、内外におけるプロジェクトの広報の実施を提言しているが、それに加えて、内部

でのコミュニケーションを強化することが、予算確保の面は当然ながら、プロジェクトの成果

の発現という意味でも効果は大きいと考えられる。 

これらの課題に対応するため、担当部としては、ダカールにおける専門家の業務を拡充する

ことを検討したい。 

 

６－２ 提言 
調査結果に基づき、調査団は以下のとおり提言を行った。 

（１）関係機関の巻き込みを含む組織体制強化 

C/P 予算はいくつかの費目（車両メンテナンス費、燃料費）を欠如しており、また、行政手

続きの遅延による支出の遅れがある。そのため、いくつかの活動が遅れている。プロジェクト

は限られた資源の中で、C/P の能力強化を効率的に実施すべきである。また、SDDR や INP の

ような関連機関との連携を行うことで、プロジェクト活動をより効率的に実施するべきである。 

 

（２）対象地域内外の農民に改良された技術を普及する手法の開発 

プロジェクト目標及び上位目標を達成するためには、改良された技術を広範囲に普及するこ

とが重要であるが、現在の PDM においてはそのような活動は記載されていない。そのため、

すぐに PDM を修正するとともに、普及手法を計画するべきである。また普及の際には啓発活

動も含めるべきである。 
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（３）コミュニティへの能力強化活動の強化 

C/P 予算不足に伴う森林官の現場訪問の困難さとC/P の頻繁な異動により、森林官の能力強

化に影響を与えている。そのため、現場レベルでの持続性がより確保されるようにプロジェク

トはコミュニティへの研修により焦点を置くべきである。 

 

（４）他プロジェクトや他ドナーとの連携の促進 

苗畑フォローアップ案件のように直接関係するプロジェクトがある。他方で、その他のプロ

ジェクトや他ドナーとは情報交換を行っているが、具体的な連携についてはまだできていない。

プロジェクトは、まもなく広報や普及活動を本格的に開始するため、連携会議により積極的に

参加し、他ドナーのプロジェクトと連携する可能性を模索することを提案する。それにより、

さまざまなプロジェクトやプログラムを通じてプロジェクトの技術と手法をより広く共有で

きるだろう。 

 

（５）水・森林・狩猟及び土壌保全局の専門家と日本人専門家の一層のシナジーの創出 

水・森林・狩猟及び土壌保全局においては、土壌劣化対策の専門家が多くいる。そのため、

中間レビュー調査団は、セネガル人専門家と日本人専門家が頻繁に意見交換する場を設けるこ

とを提案する。これにより、それぞれのプロジェクトサイトで最も適切な木を決定することに

役立つだろう。 

 

（６）地方自治体のプロジェクト実施過程への巻き込み 

すべての地方自治体は自然資源管理を行うための予算を有している。そのため、地方自治体

がプロジェクト実施を財政的に貢献（燃料や研修）するように説得するべきであろう。 

 

（７）C/P 予算の確保 

水・森林・狩猟及び土壌保全局は、今年度計上された C/P 予算を適切に支出するとともに、

プロジェクトの残り期間の予算を確保・支出するべきである。その予算にかかわらず、日本側

はプロジェクト成果達成のために、森林官の活動費用（燃料費、バイク）を増加させるべきで

ある。費用の支出にあたっては、PO の作成とモニタリングを整備するとともに、バイクの管

理体制を明確にするべきである。 

 

（８）広報の強化 

広報活動はすでにプロジェクトでも実施しているものの、十分広くは知られていない。その

ため、水・森林・狩猟及び土壌保全局内外に対する広報活動に対してより積極的な努力を行う

ことを提案する。 

 

（９）PDM の修正 

上記を踏まえて合同評価委員会で修正案を作成し、提案した（合同評価報告書Annex III 及び

付属資料 5 参照）。 
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プロジェクト・デザイン・マトリックス  (PDM) 
プロジェクト名  セネガル国劣化土壌地域における土地劣化抑制・有効利用促進のための能力向上プロジェクト  
対象地域   セネガル国ファティック州（ファティック県、フンジュン県）及びカオラック州（カオラック県、ニョーロ県）の 2 州 4 県  
C/P 機関   エコロジー・自然保護省、水・森林・狩猟局及び土壌保全局  
裨益者   パイロットプロジェクトサイト村落（村落コミュニティ含む）及び森林官（2 州 4 県）  
実施期間   2011 年 3 月～2016 年 2 月  

2012 年 7 月 5 日  
プロジェクトの要約  指 標  データの入手方法  外部条件  

上位目標     
対象地域において、土地劣化抑制・有効利用促進のための

活動が実施される。  
対象地域の 75%以上の村落共同体において、プロジ

ェクトで有効性が実証された土地劣化抑制・有効利

用促進のための技術が住民によって実施される。

技術関連部署によって作成

された報告書  
プロジェクト報告書  
中間及び最終評価報告書  

1. セネガルで突然の気

候変動が起こらない。 
2. 関連自治体が実証に

必要な区画を土地移

譲手続きにより割当

てる。  
3. 住民グループが予定

活動の実施に積極的

に着手・参加する。  
4. 同じ地域、同じセクタ

ーで活動を行う関係

者との協力が確保さ

れる。  
5. 適切な人材が確保さ

れる。  

プロジェクト目標     
土地劣化抑制・有効利用促進のために必要な関係者1の能力

が向上する。  
1. 森林官の土地の劣化抑制及び有効利用に関す

る技術と知識が、プロジェクト開始時と比べて

向上する。  

1. 森林官アンケート調査  
プロジェクト報告書  
中間及び最終評価報告

書  

1. 環境、特に土壌劣化対

策に関するセネガル

政府の方針が変更さ

れない。  

2. 優先地域の少なくとも 50％以上の村落におい

て、住民がパイロットプロジェクトで有効性が

実証された技術を導入・活用する。  

2. 森林官アンケート調査  
プロジェクト報告書  
中間及び最終評価報告

書  

成果     
1. 土地劣化抑制・有効利用促進対策を行う優先地域が明ら

かになる。  
1.1 優先地域を確定するための情報（土地利用図、

土壌劣化図等）がまとめられ、提示される。  
1.1 土地利用図   1. 対象地域（優先地域）

の住民の理解力があ

る。  
2.  プロジェクト対象地

に関係する森林官が
1.2 優先地域の選定に関する合意が形成される（取

り決めが結ばれる）。  
1.2 プロジェクト報告書  

セミナー議事録  

                                                        
1 対象地域内で、プロジェクトで定める優先地域に関る村落住民及び森林官を指す。  
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2. 土地劣化抑制・有効利用促進のために必要な技術が改

良・開発される。  
2.1 土地の劣化抑制及び有効利用促進のための技術

が各劣化状況について 2 つ以上提案される。  
2.1 森林官アンケート調査  

プロジェクトレポート  
中間及び最終評価報告

書  

必ず配属される。  

3. パイロットプロジェクトの実施を通じ、土地劣化抑制・

有効利用促進に有効な技術・対策が明らかになる。  
3.1 土地の劣化抑制及び有効利用のための技術・手

法マニュアルが作成される。  
3.1 技術手法マニュアル  

3.2 パイロットサイトの生産者の少なくとも 50％以

上が必要な技術を習得する。  
3.2 森林官アンケート調査  

プロジェクト報告書  
中間及び最終評価報告

書  

4. 優先地域におけるパイロットサイト以外の関係者の土

地劣化抑制・有効利用促進対策にかかる意識が向上す

る。  

4.1 優先地域内でパイロットサイト以外の 50％以上

の村落で、土地劣化抑制及び有効利用に係る取

り組みが再現される。  
 

4.1 研修レポート  
4.2 森林官アンケート調査  

プロジェクト報告書  
中間及び最終評価報告

書  

活動  投入   
1.1 対象地域の土地劣化、有効利用に関する現状の取りまと

めを行う。  
1.2 優先的に土壌劣化抑制・有効利用を行う地域の選定のた

めの基準を策定する。  
1.3 選定基準に基づき、優先地域の選定を行う（検討する）。

2.1 土地劣化抑制・有効利用促進のための既存の対策の有効

性や問題点（限度）を住民参加等の視点を含め分析する。

2.2 上記に基づき、必要な技術の改良と開発を検討する。

3.1 劣化の原因及び社会経済状況を考慮し、パイロットサイ

ト2を選定する。  
3.2 ベースライン調査を行う。  
3.3 各サイトの実施体制を整備する。  
3.4 各サイトでの活動方針を策定する。  
3.5 村落住民を主体とした活動を実施するとともに、実証試

験を行う。  
3.6 実証試験の結果から、土地劣化抑制・有効利用促進のた

めの技術・対策を取りまとめる。  
4.1 本プロジェクトで改良・開発された技術を展開普及する

ための手法  を検討する。  
4.2 優先地域の関係者に対する研修ニーズを把握する。4.3

 同研修内容を検討する。  
4.4 研修を実施する。  

[日本側] 
 
A. 専門家  

● 総括 /能力向上  
● 劣化土壌対策 /植林  
● 研修管理 /村落開発  
● 衛星画像処理  

[セネガル側] 
 
A. カウンターパート  

● プロジェクトマネージャー（中央政

府の水・森林・狩猟局長及び土壌保

全局長）  
● プロジェクト現場マネジャー（ファ

ティック州ならびにカオラック州森

林局長）  
● プロジェクトコーディネーター（プ

ロジェクト配属森林官）  
● プロジェクト副コーディネーター

（プロジェクト配属森林官）  
● 支援要員（秘書、運転手等）  

 

B. 本邦及び第三国研修経費  B. プロジェクト実施に必要な資機材（事

務用品）  

C. 資機材（車両、バイク、事務用品等） C. 土地、建物、設備、関連経費（例：日

本人専門家執務室等）  
前提条件  
1. カウンターパートが

十分に配置される。  
2. 日本人専門家の執務

室が準備される。  

D. 現地経費  
 プロジュクト活動経費の一部  

D. 現場経費  
 プロジェクト活動のためのカウンタ

ーパート予算  

 

                                                        
2 約 20 カ村  
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プロジェクト・デザイン・マトリックス  (PDM) 
プロジェクト名  セネガル国劣化土壌地域における土地劣化抑制・有効利用促進のための能力向上プロジェクト  
対象地域   セネガル国ファティック州（ファティック県、フンジュン県）及びカオラック州（カオラック県、ニョーロ県）の 2 州 4 県  
C/P 機関   エコロジー・自然保護省、水・森林・狩猟局及び土壌保全局  
裨益者   パイロットプロジェクトサイト村落（村落コミュニティ含む）及び森林官（2 州 4 県）  
実施期間   2011 年 3 月～2016 年 2 月  

2012 年 7 月 5 日  
プロジェクトの要約  指 標  データの入手方法  外部条件  

上位目標     
対象地域において、土地劣化抑制・有効利用促進のための

活動が実施される。  
対象地域の 75%以上の村落共同体において、プロジ

ェクトで有効性が実証された土地劣化抑制・有効利

用促進のための技術が住民によって実施される。

技術関連部署によって作成

された報告書  
プロジェクト報告書  
中間及び最終評価報告書  

1. セネガルで突然の気

候変動が起こらない。 
2. 関連自治体が実証に

必要な区画を土地移

譲手続きにより割当

てる。  
3. 住民グループが予定

活動の実施に積極的

に着手・参加する。  
4. 同じ地域、同じセクタ

ーで活動を行う関係

者間の協力が確保さ

れる。  
5. 適切な人材が確保さ

れる。  
6. 土壌劣化対策に関し、

セネガル政府が実効

性を伴った適切な対

応を行う。  

プロジェクト目標     
土地劣化抑制・有効利用促進のために必要な関係者1の能力

が向上する。  
1. 森林官の土地の劣化抑制及び有効利用に関す

る技術と知識が、プロジェクト開始時と比べて

向上する。  

1. 森林官アンケート調査  
プロジェクト報告書  
中間及び最終評価報告

書  

1. 環境、特に土壌劣化対

策に関するセネガル

政府の方針が変更さ

れない。  
  2. 優先地域の少なくとも 50％以上の村落におい

て、住民がパイロットプロジェクトで有効性が

実証された技術を導入・活用する。  

2. 森林官アンケート調査  
プロジェクト報告書  
中間及び最終評価報告

書  
 
 

                                                        
1 対象地域内で、プロジェクトで定める優先地域に関る村落住民及び森林官を指す。  
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成果     
1. 土地劣化抑制・有効利用促進対策を行う優先地域が明ら

かになる。  
1.1 優先地域を確定するための情報（土地利用図、

土壌劣化図等）がまとめられ、提示される。  
1.1 土地利用図   1. 対象地域（優先地域）

の住民の理解力があ

る。  
2.  プロジェクト対象地

に関係する森林官が

必ず配属される。  

1.2 優先地域の選定に関する合意が形成される（取

り決めが結ばれる）。  
1.2 プロジェクト報告書  

セミナー議事録  

2. 土地劣化抑制・有効利用促進のために必要な技術が改

良・開発される。  
2.1 土地の劣化抑制及び有効利用促進のための技術

が各劣化状況について 2 つ以上提案される。  
2.1 森林官アンケート調査  

プロジェクトレポート  
中間及び最終評価報告

書  

3. パイロットプロジェクトの実施を通じ、土地劣化抑制・

有効利用促進に有効な技術・対策が明らかになる。  
3.1 土地の劣化抑制及び有効利用のための技術・手

法マニュアルが作成される。  
3.1 技術手法マニュアル  

3.2 パイロットサイトの少なくとも 50％以上の村落

で、必要な技術が導入・活用される。  
3.2 森林官アンケート調査  

プロジェクト報告書  
中間及び最終評価報告

書  

4. 優先地域において、住民啓発と土地劣化抑制・有効利用

促進対策を普及するための体制が準備される。  
4.1 優先地域内でパイロットサイト以外の 50％以上

の村落で、土地劣化抑制及び有効利用に係る取

り組みが再現される。  
4.2 土地劣化抑制・有効利用促進に有効な技術・対

策の普及手法・実施体制が 2 つ以上提案される。

4.1 研修レポート  
4.2 森林官アンケート調査  

プロジェクト報告書  
中間及び最終評価報告

書  
4.3 住民啓発及び技術普及

実施体制（案）  

活動  投入   
1.1 対象地域の土地劣化、有効利用に関する現状の取りまと

めを行う。  
1.2 優先的に土壌劣化抑制・有効利用を行う地域の選定のた

めの基準を策定する。  
1.3 選定基準に基づき、優先地域の選定を行う（検討する）。

2.1 土地劣化抑制・有効利用促進のための既存の対策の有効

性や問題点（限度）を住民参加等の視点を含め分析する。

2.2 上記に基づき、必要な技術の改良と開発を検討する。

3.1 劣化の原因及び社会経済状況を考慮し、パイロットサイ

ト2を選定する。  
3.2 ベースライン調査を行う。  
3.3 各サイトの実施体制を整備する。  
3.4 各サイトでの活動方針を策定する。  
3.5 村落住民を主体とした活動を実施するとともに、実証試

[日本側] 
 
A. 専門家  

● 総括／能力向上  
● 劣化土壌対策／植林  
● 研修管理／村落開発  
● 衛星画像処理  

[セネガル側] 
 
A. カウンターパート  

● プロジェクトマネージャー（中央政

府の水・森林・狩猟局長及び土壌保

全局長）  
● プロジェクト現場マネジャー（ファ

ティック州ならびにカオラック州森

林局長）  
● プロジェクトコーディネーター（プ

ロジェクト配属森林官）  
● プロジェクト副コーディネーター

（プロジェクト配属森林官）  
● 支援要員（秘書、運転手等）  
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験を行う。  
3.6 実証試験の結果から、土地劣化抑制・有効利用促進のた

めの技術・対策を取りまとめる。  
4.1 本プロジェクトで改良・開発された技術を展開普及する

ための戦略を検討する。  
4.2 優先地域の関係者に対する研修ニーズを把握する。  
4.3 同研修内容を検討する。  
4.4 研修を実施する。  

B. 本邦及び第三国研修経費  B. プロジェクト実施に必要な資機材（事

務用品）  

C. 資機材（車両、バイク、事務用品等） C. 土地、建物、設備、関連経費（例：日

本人専門家執務室等）  
前提条件  
1. カウンターパートが

十分に配置される。  
2. 日本人専門家の執務

室が準備される。  

D. 現地経費  
 プロジュクト活動経費の一部  

D. 現場経費  
 プロジェクト活動のためのカウンタ

ーパート予算  
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日本側専門家派遣記録 
 
(1) 日本人専門家のセネガルへの派遣 

 担当 氏名 派遣期間 PDM における成果/活
動と業務との関連性 

1. 

総括/ 能力向上/ 劣化

土壌対策(1) 
後藤 有右 

2011/04/06 – 2011/08/16 

全成果/活動の管理  

2. 2011/09/13 – 2012/02/09 
3. 2012/05/06 – 2012/08/03 
4. 2012/08/27 – 2012/12/09 
5. 2013/02/02 – 2013/04/08 
6. 2013/05/09 – 2013/07/31 

1. 
植林 井上 茂 

2011/08/02 – 2011/10/15 成果 2 及び 3、活動 1-1, 
2-1, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-
1, 4-3 

2. 2012/04/11 – 2012/07/09 
3. 2013/06/06 – 2013/08/13 

1. 
劣化土壌対策(2)/ 村
落開発(1) 

財津 吉寿 

2011/08/22 – 2011/12/04 
成果 2 及び 3、活動
Activity1-1, 2-1, 3-2, 3-3, 
3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-2, 4-
3, 4-4 

2. 2012/07/30 – 2012/09/12 
3. 2012/10/26 – 2012/12/09 
4. 2013/06/02 – 2013/07/31 

1. 

研修管理/村落開発 
(2) 

翠川 清子 

2011/04/05 – 2011/08/02 

成果 4、活動 1-1, 1-2, 3-
4, 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 

2. 2011/10/24 – 2011/12/17 
3. 2012/01/05 – 2012/02/08 
4. 2012/05/06 – 2012/07/25 
5. 2012/09/20 – 2012/12/09 
6. 2013/02/02 – 2013/03/09 

1. 

衛星画像処理/植林・

営農支援 
佐藤 向陽 

2011/04/05 – 2011/07/03 

成果 1、活動 1-1, 1-2, 1-
3, 3-5, 3-6, 4-3, 4-4 

2. 2011/09/13 – 2011/11/26 
3. 2012/04/05 – 2012/06/18 
4. 2012/07/30 – 2012/10/12 
5. 2013/04/02 – 2013/05/01 

 
(2) 日本におけるプロジェクトの国内支援作業 

  Field Name (Organization) Period Responsible Outputs/ 
Activities of PDM 

1. 総括/ 能力向上/ 劣化

土壌対策(1) 
後藤 有右 2011/03/20 – 2011/03/28 全成果/活動の管理 

2. 植林 井上 茂 2011/03/20 – 2011/03/28 成果 3、活動 1-1, 2-1, 3-
3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-3 
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本邦カウンターパート研修受け入れ実績 

 

  氏名 職位／所属 研修期間 
研修コース

名 

1. Amadou NDIAYE 水・森林・狩猟局副局長 2011 年 12 月 3
日～16 日（14
日間） 

土壌保全 
2. Joseph FAYE 

本プロジェクト ナショナルコーディ

ネーター 

3. Talla Mor NIASS 
水・森林・狩猟及び土壌保全局 造

林・土壌保全部 部長 
2012 年 10 月 12
日～28 日（17
日間） 

土壌保全 4. Thiecouta 
TRAORE 

水・森林・狩猟及び土壌保全局 モニ

タリング、評価部 部長 

5. Aladji CORY ファティック州水・森林局長  

6. Malang KIDIERA カオラック州水・森林局長 
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供 与 機 材 

 

2013 年 5 月 31 日現在 

No 機材 製造元 モデル  数量 通貨 総額 設置場所 

1 
デスクトップコ

ンピューター 
HP P3130 1 

セネガル

フラン
XOF 
(円) 

470,000 
(87,420) 

プロジェク

トオフィス

（カオラッ

ク） 

2 
ラップトップコ

ンピューター 
HP 

Probook 
6450B 

1 
XOF 
(円) 

550,000 
(102,300) 

プロジェク

トオフィス

（ダカー

ル） 

3 コピー機 Nashuatec 
Aficio 
MP2000L
M 

1 
XOF 
(円) 

1,624,000 
(290,696) 

プロジェク

トオフィス

（カオラッ

ク） 

4 
レーザープリン

ター (カラー) 
HP 5525DN 2 

XOF 
(円) 

5,000,000 
(895,000) 

プロジェク

トオフィス

（カオラッ

ク） 

5 プロジェクター EPSON EB-S9 1 
XOF 
(円) 

279,000 
(51,894) 

プロジェク

トオフィス

（カオラッ

ク） 

6 スクリーン - 200x200 1 
XOF 
(円) 

140,000 
(26,040) 

プロジェク

トオフィス

（カオラッ

ク） 

7 衛星画像 PASCO ALOS 22 円 1,100,000 

プロジェク

トオフィス

（カオラッ

ク） 

8 衛星画像 
SPOT 
image 

SPOT 19 円 5,054,000 

プロジェク

トオフィス

（カオラッ

ク） 

9 GPS 受信機 Garmin e Trex 30 8 円 219,429 

プロジェク

トオフィス

（カオラッ

ク） 

                                                                                 TOTAL 
XOF 8,063,000  
(7,826,779 円) 
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日本側現地活動費  

項目 
千円 

合計 
１年次 ２年次 ３年次 

本邦研修受け入れ 1,031 749 0 1,780 

プロジェクトオフィス修繕費 1,135 0 0 1,135 

下請け業務契約 10,060 1,592 1,642 13,294 

現地スタッフ給与 7,865 10,835 6,186 24,886 

その他  5,486 8,191 12,298 25,975 

計 25,577 21,367 20,126 67,070 

       
 下請け業務契約は土壌劣化地図作製、エコサントイレ設置、20 パイロットサイトにおける集団形成

研修の実施に係る業務 
 現地スタッフはファシリテーター、秘書、普及員、運転手 を指す 
 その他の支出は消費材、機材管理、移動、車輛借り上げ、通信、文書の翻訳、施設の維持、公共サ

ービス、土壌分析、会議等に係る費用 
 第 3 年次 (2013) の支出は 5 月 31 日までの額 
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カウンターパート配置 
 
(1) プロジェクトディレクター 

 氏名 所属機関／職位 任命期間 
1. Mr. Oumar DIAW 土壌保全局 局長 2011 年 4 月～2012 年 5 月 

2. Mr. Daniel ANDRE 水・森林・狩猟及び土壌保全局 局長 2012 年 5 月～現在 
  
(2) プロジェクトマネージャー 

 氏名 所属機関／職位 任命期間 
1. 

Mr. Joseph FAYE 
本プロジェクトナショナルコーディネー

ター 
2011 年 4 月～2013 年 2 月 

2. Mr. Papa Macodou 
DIAGNE 

本プロジェクトナショナルコーディネー

ター 
2013 年 2 月～現在 

  
(3) 技術専門家 (ファティッック州、カオラック州) 
  
ファティック州 
現職 

 氏名 所属機関／職位 役割 

1. Mr. Aladji COLY ファティック州水・森林局長 州レベルでのプロジェクト調整 
2. Mr. Sahari GUEYE ファティック県水・森林管理署長 県レベルでのプロジェクト調整 

3. Mr. Abdoulaye 
CAMARA 

フンジュン県水・森林管理署長 県レベルでのプロジェクト調整 

4. Mr. Malamine SANE ソコン水・森林管理出張所長  フィールドレベルの C/P 
5. Mr. Alioune KONTE ンディオブ水・森林管理隊長 フィールドレベルの C/P 
6. Mr. Ablaye GAYE ニアカ水・森林管理隊長 フィールドレベルの C/P 
7. Mr. Mamadou FAYE タタギン水・森林管理隊長 フィールドレベルの C/P 
8. Mr. Mamadou DIOUF フィメラ水・森林管理隊長 フィールドレベルの C/P 
9. Mr. Ibrahima LY ジロール水・森林管理隊長 フィールドレベルの C/P 

10. Mr. Moussa 
COULIBALY 

トゥバクータ水・森林管理隊長 フィールドレベルの C/P 

11. Mr. Ousmane SARR カラン水・森林管理隊長 フィールドレベルの C/P 
 
前職 

 氏名 所属機関／職位 役割 

1. Mr. Abdoulaye LO ファティック州水・森林局長 州レベルでのプロジェクト調整 
2. Mr. Omar SONKO トゥバクータ水・森林管理隊長 フィールドレベルのC/P 
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カオラック州 
現職 

 氏名 所属機関／職位 役割 

12. Mr. Omar DIENG カオラック州水・森林局長 州レベルでのプロジェクト調整 
13. Mr. Abdoulaye TRAORE カオラック県水・森林管理署長 県レベルでのプロジェクト調整 
14. Mr. Boubacar BALDE ニョーロ県水・森林管理署長 県レベルでのプロジェクト調整 
15. Mr.Mame Ndongo FALL ンゴシエ森林管理隊長 フィールドレベルの C/P 

16. Mr. Mass GAYE DIENG ンディエディエン森林管理隊長 フィールドレベルの C/P 

17. Mr. Emile DIATTA クンバル森林管理隊長 フィールドレベルの C/P 
18. Mr. Demba SANE ワックングナ森林管理隊長 フィールドレベルの C/P 
19. Mr. Ibrhima SARR パオスコト森林管理隊長 フィールドレベルの C/P 

20. Mr. Amath Birame 
DIOUF 

メディナサバク森林管理隊長 フィールドレベルの C/P  

 
前職 

 氏名 所属機関／職位 役割 

3. Mr. Malang KIDIERA カオラック州水・森林局長 能力強化/研修 
4. Mr. Sahari GUEYE カオラック県水・森林管理署長 フィールドレベルのC/P 
5. Mr. Momar DIOP ニョーロ県水・森林管理署長 フィールドレベルのC/P 
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